
【障害者支援施設等災害時情報共有システム】被災報告指示の督促方法

被災報告指示を行った後、一度も報告がない施設に対して被災報告指示（督促メール）を送信することができます。
災害情報管理画面の「被災報告督促」ボタンをクリックすることで処理ができます。

被災状況報告指示後、未報告の施設にのみ再度、被
災報告指示を行う場合に ボタンを
クリックします。

メール送信先施設の選択画面が表示され、被災状況報告指示
を行った施設のうち、その時点で一度も報告のない施設が表
示されます。内容を確認し「次へ」ボタンをクリックします。

確認画面が表示されますので、「報告指示名称」を入力し、必要に
応じて「メモ」欄（通知時の備忘メモ）、「報告時の注意事項等」
欄（メール本文に追記されます）を入力して「送信」ボタンをク
リックし、完了です。


